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(57)【要約】
【課題】コストを軽減することができるシールドプリン
ト配線板の製造方法、シールドフィルム、及び、シール
ドプリント配線板を提供する。
【解決手段】シールドプリント配線板１０の製造方法は
、樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹
脂である絶縁層７と、絶縁層７に積層された金属層８ａ
と、金属層８ａに積層された接着剤層８ｂとを有するシ
ールドフィルム１を形成する工程と、シールドフィルム
１をプリント基板５に載置する工程と、シールドフィル
ム１とプリント基板５とを加熱プレスする工程とを備え
ている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に
積層されたシールド層と、前記シールド層に積層された接着剤層とを有するシールドフィ
ルムを形成する工程と、
　前記シールドフィルムをプリント基板に載置する工程と、
　前記シールドフィルムと前記プリント基板とを加熱プレスする工程と
を備え、
　前記シールドフィルムを形成する工程は、
　前記絶縁層側の面が保護部材に当接するように当該保護部材に積層された前記シールド
フィルムを、前記接着剤層側から前記保護部材を残して前記積層体を切断するハーフカッ
ト工程と、
　切断された前記シールドフィルムを前記保護部材から剥離する工程と
を備えたことを特徴とするシールドプリント配線板の製造方法。
【請求項２】
　樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に
積層されたシールド層と、前記シールド層に積層された接着剤層とを有するシールドフィ
ルムを形成する工程と、
　前記シールドフィルムをプリント基板に載置する工程と、
　前記シールドフィルムと前記プリント基板とを加熱プレスする工程と
を備え、
　前記シールドフィルムを形成する工程は、
　前記シールドフィルムを、前記絶縁層側の面が保護シートに当接するように当該保護シ
ートに載置して当該積層体を切断するカット工程を備えたことを特徴とするシールドプリ
ント配線板の製造方法。
【請求項３】
　樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に
積層された等方導電性接着剤層とを有するシールドフィルムを形成する工程と、
　前記シールドフィルムをプリント基板に載置する工程と、
　前記シールドフィルムと前記プリント基板とを加熱プレスする工程と
を備え、
　前記シールドフィルムを形成する工程は、
　前記絶縁層側の面が保護部材に当接するように当該保護部材に積層された前記シールド
フィルムを、前記接着剤層側から前記保護部材を残して前記積層体を切断するハーフカッ
ト工程と、
　切断された前記シールドフィルムを前記保護部材から剥離する工程と
を備えたことを特徴とするシールドプリント配線板の製造方法。
【請求項４】
　樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に
積層された等方導電性接着剤層とを有するシールドフィルムを形成する工程と、
　前記シールドフィルムをプリント基板に載置する工程と、
　前記シールドフィルムと前記プリント基板とを加熱プレスする工程と
を備え、
　前記シールドフィルムを形成する工程は、
　前記シールドフィルムを、前記絶縁層側の面が保護シートに当接するように当該保護シ
ートに載置して当該積層体を切断するカット工程を備えたことを特徴とするシールドプリ
ント配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 2016-29748 A 2016.3.3

10

20

30

40

50

　本発明は、電子機器などの装置内等において用いられるシールドプリント配線板の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電磁波などのノイズを遮蔽するシールドフィルムが公知である。例えば、特
許文献１には、プリント回路を含む基体フィルム上に、シールドフィルムを被覆するに際
し、カバーフィルムの片面にシールド層を設け、他面に剥離可能な粘着性を有する粘着性
フィルムを貼り合わせて補強シールドフィルムを形成し、前記基体フィルム上に前記シー
ルド層が当接するように前記補強シールドフィルムを載置し、加熱・加圧して接着させた
後、前記粘着性フィルムを剥離するシールドフレキシブルプリント配線板の製造方法、が
開示されている。
【０００３】
　上記従来のシールドフィルムにおけるカバーフィルム（絶縁層）は、粘着性フィルム（
保護層）と呼ばれるＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルムを基体として、液状
の樹脂が薄く塗布されて形成される。このようなカバーフィルムは、プリント配線板との
加熱プレス工程が行われる前の状態、即ちシールドフィルム単体としては、所謂Ｂステー
ジと言われるような半硬化状態までに重合の進行が留められることが一般的である。
【０００４】
　このように、カバーフィルムは、加熱プレス工程前のシールドフィルム単体としては半
硬化状態であるため粘着性フィルムとの接着力が高く、粘着性フィルムから剥離できない
状態となっている。また、粘着性フィルムは、カバーフィルムや金属薄膜層を積層する際
の基体としての機能や、加熱プレス工程でカバーフィルムを保護する機能や、シールドフ
ィルムの運送時・保管時においての半硬化状態のカバーフィルムを保護する機能を担って
いる。このため、シールドフィルム単体において、粘着性フィルムはカバーフィルムに必
ず積層されるものである。
【０００５】
　また、上記のようなシールドフィルムの粘着性フィルム側の面、又は、この粘着性フィ
ルムとは反対側の面に、さらに保護部材が積層され、この保護部材を残すようにシールド
フィルムをハーフカットすることが一般的に行われている。これにより、保護部材上に所
望の形状に切断されたシールドフィルムが積層された状態となり、加熱プレス工程前には
このようなシールドフィルムを保護部材上から剥離しプリント配線板に載置することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２６９６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１のような従来の方法でシールドプリント配線板を製造する場
合、プリント基板との加熱プレスによりカバーフィルムを硬化させることで粘着性フィル
ムとカバーフィルムとの接着力を低下させた後に、カバーフィルムから粘着性フィルムを
剥離する必要があるため、プリント基板に圧着されたシールドフィルムから粘着性フィル
ムを剥離する工程が必要であった。さらに、近年シールドフィルムは圧着されるプリント
基板と共に小型化が進んでいるため、プリント基板と圧着されたシールドフィルムから粘
着性フィルムを剥離する工程は手間が掛かるものであり、コストを増大させる要因となっ
ていた。
　また、粘着性フィルムであるＰＥＴは高温（たとえば２００℃）、長時間および複数回
プレスの場合、ＰＥＴが劣化して剥がせなくなるという問題点もあった。
【０００８】
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　そこで、本発明は、コストを削減することができるシールドプリント配線板の製造方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のシールドプリント配線板の製造方法は、樹脂硬化度が９０％以上になるまで重
合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に積層されたシールド層と、前記シールド
層に積層された接着剤層とを有するシールドフィルムを形成する工程と、前記シールドフ
ィルムをプリント基板に載置する工程と、前記シールドフィルムと前記プリント基板とを
加熱プレスする工程とを備え、前記シールドフィルムを形成する工程は、前記絶縁層側の
面が保護部材に当接するように当該保護部材に積層された前記シールドフィルムを、前記
接着剤層側から前記保護部材を残して前記積層体を切断するハーフカット工程と、切断さ
れた前記シールドフィルムを前記保護部材から剥離する工程とを備えたことを特徴とする
。
【００１０】
　また、本発明のシールドプリント配線板の製造方法は、樹脂硬化度が９０％以上になる
まで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に積層された等方導電性接着剤層と
を有するシールドフィルムを形成する工程と、前記シールドフィルムをプリント基板に載
置する工程と、前記シールドフィルムと前記プリント基板とを加熱プレスする工程とを備
え、前記シールドフィルムを形成する工程は、前記絶縁層側の面が保護部材に当接するよ
うに当該保護部材に積層された前記シールドフィルムを、前記接着剤層側から前記保護部
材を残して前記積層体を切断するハーフカット工程と、切断された前記シールドフィルム
を前記保護部材から剥離する工程とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、絶縁層は樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂で
形成されている。これにより、硬化状態にされた絶縁層は、導電層を積層する際の基体と
しての機能等の従来の保護層の機能を備えるため、シールドフィルムとして保護層が不要
となる。その結果、加熱プレス工程後において、シールドプリント配線板のシールドフィ
ルムから保護層を剥離する工程を不要とすることができ、コストを削減することができる
。
さらに、保護部材に積層されたシールドフィルムがハーフカットされ、切断されたシール
ドフィルムを剥離してプリント基板に載置することができる。これにより、プリント基板
に適した形状のシールドフィルムを形成することができると共に、このようなシールドフ
ィルムを保護部材上で保管することができる。
【００１２】
　また、本発明のシールドプリント配線板の製造方法は、樹脂硬化度が９０％以上になる
まで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に積層されたシールド層と、前記シ
ールド層に積層された接着剤層とを有するシールドフィルムを形成する工程と、前記シー
ルドフィルムをプリント基板に載置する工程と、前記シールドフィルムと前記プリント基
板とを加熱プレスする工程とを備え、前記シールドフィルムを形成する工程は、前記シー
ルドフィルムを、前記絶縁層側の面が保護シート（シート状のゴム、樹脂など）に当接す
るように当該保護シートに載置して当該積層体を切断するカット工程を備えたことを特徴
とする。
【００１３】
　また、本発明のシールドプリント配線板の製造方法は、樹脂硬化度が９０％以上になる
まで重合が進行した樹脂である絶縁層と、前記絶縁層に積層された等方導電性接着剤層と
を有するシールドフィルムを形成する工程と、前記シールドフィルムをプリント基板に載
置する工程と、前記シールドフィルムと前記プリント基板とを加熱プレスする工程とを備
え、前記シールドフィルムを形成する工程は、前記シールドフィルムを、前記絶縁層側の
面が保護シートに当接するように当該保護シートに載置して当該積層体を切断するカット
工程を備えたことを特徴とする。
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【００１４】
　上記構成によれば、絶縁層は樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂で
形成されている。これにより、硬化状態にされた絶縁層は、導電層を積層する際の基体と
しての機能等の従来の保護層の機能を備えるため、シールドフィルムとして保護層が不要
となる。その結果、加熱プレス工程後において、シールドプリント配線板のシールドフィ
ルムから保護層を剥離する工程を不要とすることができ、コストを削減することができる
。さらに、シールドフィルムが保護シート上でカットされ、切断されたシールドフィルム
をプリント配線板に載置することができる。これにより、プリント基板に適した形状のシ
ールドフィルムを形成することができる。
【００１５】
　また、本発明のシールドプリント配線板の製造方法において、前記絶縁層は、フィルム
状に形成されていてもよい。
　上記構成によれば、絶縁層はフィルム状に形成されている。これにより、絶縁層は伸縮
しやすいため、凹凸のあるプリント基板に加熱プレスを行った場合でも、絶縁層に破断が
生じにくいものとなる。
【００１６】
　また、本発明のシールドプリント配線板の製造方法において、前記絶縁層は、耐熱性樹
脂で形成されていてもよい。
　上記構成によれば、絶縁層が耐熱性樹脂で形成されているため、加熱プレス工程におけ
る耐性を向上させることができる。
【００１７】
　また、本発明のシールドプリント配線板の製造方法において、前記絶縁層は、層厚が２
μｍ～２５μｍに形成されていてもよい。　上記構成によれば、層厚が２μｍ～２５μｍ
に形成されているため、加熱プレス工程においてプリント基板に対するシールドフィルム
の接着剤層の埋め込み性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】シールドフィルムを示す説明図である。
【図２】シールドフィルムの切断前の状態を示す説明図である。
【図３】シールドフィルムのハーフカット工程を示す説明図である。
【図４】ハーフカットされたシールドフィルムが保護部材に積層されている状態を示す説
明図である。
【図５】シールドフィルムのカット工程を示す説明図である。
【図６】シールドフィルムのプリント基板との加熱プレス工程を示す説明図である。
【図７】シールドプリント配線板を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２０】
（シールドフィルム１の構成）
　図１に示すように、シールドフィルム１は、樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が
進行した樹脂である絶縁層７と、絶縁層に積層されたシールド層としての金属層８ａと、
金属層８ａに積層された接着剤層８ｂとを有している。
【００２１】
　ここで、樹脂硬化度とは、樹脂の硬化反応の進行の度合い（反応率）を示すものである
。樹脂硬化度は、未反応材料が０％であり、反応後材料が１００％である。樹脂硬化度は
、例えば、ＦＴ－ＩＲ（フーリエ変換型赤外分光）スペクトルによる樹脂硬化度の測定値
から得ることができ、ＦＴ－ＩＲ装置によって対象の樹脂に赤外線を照射し、透過又は分
光させてスペクトルを得ることで硬化反応の進行を測定することが可能である。具体的に
は、未反応材料と、１００％反応後材料と、測定対象の樹脂のスペクトルを比較し最も顕
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著な違いがみられる領域を確定し、当該領域での各試料のピーク強度を比較することで樹
脂硬化度を求めることができる。
　尚、樹脂硬化度の測定はＦＴ－ＩＲを用いたものに限定されず、分散型赤外分光光度計
等を用いてもよい。
【００２２】
　また、図１に図示しないが、シールドフィルム１は、プリント基板等への加熱プレス工
程の前には、保護部材に貼り付けられた状態にされていてもよい。
【００２３】
（絶縁層７）
　絶縁層７は樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂で形成されている。
尚、硬化形態としては、熱硬化、紫外線硬化、電子線硬化などどれでもよく、重合が進行
されて硬化するものであればよい。熱硬化性樹脂としては、例えば、フェノール樹脂、ア
クリル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、シリコン樹脂、アクリル変性シリコン樹脂な
どが挙げられる。また、紫外線硬化性樹脂としては、例えば、エポキシアクリレート樹脂
、ポリエステルアクリレート樹脂、及びそれらのメタクリレート変性品などが挙げられる
。
【００２４】
　また、絶縁層７は、耐熱性を有する樹脂で形成されることが好ましく、例えば、ポリイ
ミドを用いることが好ましい。これにより、複数回や長時間の加熱プレスに耐え得る。ま
た、ポリイミドよりも低い吸水率を有する熱可塑性ポリイミドを用いることがさらに好ま
しい。これにより、シールドプリント配線板へのリフロー処理などにおいて、絶縁層の膨
れを防止することができる。
　尚、絶縁層７は、上記樹脂に限定されず、耐熱性樹脂として、例えば、架橋ポリエチレ
ン、ポリベンツイミダゾール、アラミド、ポリイミドアミド、ポリエーテルイミド、ポリ
フェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）などの樹脂を
用いてもよい。
【００２５】
　絶縁層７は、フィルム状に形成された絶縁樹脂が用いられることが好ましい。これによ
り、絶縁層７が伸縮しやすいものとなるため、凹凸のあるプリント配線板に加熱プレスを
行った場合でも、絶縁層７が凹凸形状に追従しやすいため破断が生じにくくなる。尚、絶
縁層７は、フィルム状の絶縁樹脂に限定されず、基体となるフィルム上に絶縁樹脂がコー
ティングされることにより成層されたコーティング層であってもよい。絶縁層７が、この
ようなコーティング層である場合でも、プリント配線板との加熱プレス前に基体となるフ
ィルムを常温で剥離することができるので、加熱プレス前に保護層が剥離されたシールド
フィルムを製造でき、加熱プレス後にシールドプリント配線板から保護層を剥離する工程
が不要になる。
【００２６】
　絶縁層７の厚みの下限は、２μｍが好ましく、４μｍがより好ましい。また、絶縁層７
の厚みの上限は、２５μｍが好ましく、１２μｍがより好ましく、８μｍがさらに好まし
い。
【００２７】
　絶縁層７は、上記のような樹脂に、着色用の顔料等が含まれているものであってもよい
。例えば、カーボンブラック等を挙げることができる。また、絶縁層７は、外側表面がマ
ット処理されていてもよい。マット処理は、エンボスロール加工、練りこみマット、ケミ
カルマットコートおよびサンドブラスト加工等のいずれで行われるものであってもよい。
【００２８】
　絶縁層７は、単層構造に限定されるものではなく、複数層構造であってもよい。例えば
、耐摩耗性・耐ブロッキング性に優れた樹脂からなるハード層とクッション性に優れた樹
脂からなるソフト層とを順次コーティングすることによって形成した２層構造であっても
よい。
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【００２９】
（金属層８ａ）
　金属層８ａは、圧延加工により形成されることが好ましい。これにより、シールドフィ
ルム１は良好な形状保持性を有するとともに、凹凸のあるプリント配線板に加熱プレスを
行った場合のシールドフィルム１の追従性を良好にすることができる。尚、金属層８ａは
、これに限定されず、真空蒸着、電解めっき法、無電解めっき法、スパッタリング法、電
子ビーム蒸着法、真空蒸着法、ＣＶＤ法、メタルオーガニックなどにより形成された金属
薄膜であってもよい。
　また、金属層８ａは、特殊電解めっき法によって、金属箔と同様に結晶が面方向に広が
った構造を有するように形成された金属薄膜であってもよい。これにより、圧延加工と同
様に、良好な形状保持性を得ることができる。
【００３０】
　金属層８ａを形成する金属材料としては、ニッケル、銅、銀、錫、金、パラジウム、ア
ルミニウム、クロム、チタン、亜鉛、及び、これらの材料の何れか１つ以上を含む合金な
どを挙げることができる。尚、金属層８ａの材料は、特に銀が好ましい。これにより、層
厚が薄くてもシールド特性を確保することができる。
【００３１】
　尚、金属層８ａの厚みの下限は、０．０１μｍが好ましく、０．１μｍがより好ましく
、また、金属層８ａの厚みの上限は、１８μｍが好ましく、１２μｍがより好ましく、６
μｍが更に好ましい。また、金属層８ａは、単層構造に限定されるものではなく、複数層
構造であってもよい。
【００３２】
（接着剤層８ｂ）
　接着剤層８ｂは、接着性樹脂に導電性フィラーが添加されて形成される導電性接着剤で
成層されている。シールドプリント配線板は、グランド用配線パターン及び信号用配線パ
ターンが形成されたベース部材と、ベース部材上に積層されると共にグランド用配線パタ
ーンの少なくとも一部を露出する絶縁フィルムと、を有するプリント配線板にシールドフ
ィルムを貼りあわせ加熱プレスされて形成される。シールドフィルム１はプリント配線板
との貼りあわせ面に接着剤層８ｂを有しているため、加熱プレス時に絶縁フィルムのグラ
ンド用配線パターンが露出される箇所に埋め込まれる。このように、接着剤層８ｂを設け
ることで確実にプリント配線板のグランド回路と金属層８ａとを電気的に接続できる。尚
、接着剤層８ｂは、導電性接着剤で形成されることに限定されず、導電性を有しない接着
性樹脂で形成されるものであってもよい。
【００３３】
　接着性樹脂としては、ポリスチレン系、酢酸ビニル系、ポリエステル系、ポリエチレン
系、ポリプロピレン系、ポリアミド系、ゴム系、アクリル系などの熱可塑性樹脂や、フェ
ノール系、エポキシ系、ウレタン系、メラミン系、アルキッド系などの熱硬化性樹脂で構
成されている。耐熱性が特に要求されない場合は、保管条件等に制約を受けないポリエス
テル系の熱可塑性樹脂が望ましく、耐熱性もしくはより優れた可撓性が要求される場合に
おいては、信頼性の高いエポキシ系の熱硬化性樹脂が望ましい。
【００３４】
　導電性フィラーとしては、カーボン、銀、銅、ニッケル、ハンダ、アルミ及び銅粉に銀
メッキを施した銀コート銅フィラー、さらには樹脂ボールやガラスビーズ等に金属メッキ
を施したフィラー又はこれらのフィラーの混合体が用いられる。銀は高価であり、銅は耐
熱の信頼性に欠け、アルミは耐湿の信頼性に欠け、さらにハンダは十分な導電性を得るこ
とが困難であることから、比較的安価で優れた導電性を有し、さらに信頼性の高い銀コー
ト銅フィラー又はニッケルを用いるのが好ましい。
【００３５】
　また、導電性接着剤として、導電性フィラーの量を少なくした異方導電性接着剤を使用
してもよい。このように、導電性接着剤として異方導電性接着剤を使用すると、等方導電
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性接着剤よりも薄膜になり、導電性フィラーの量が少ないため、可撓性の優れたものにす
ることができる。また、導電性接着剤として、等方導電性接着剤を使用することもできる
。このように、導電性接着剤として、等方導電性接着剤を使用すると、等方導電性接着剤
による導電性接着剤層を設けるだけで、グランド回路等に対するグランド接続を可能とす
るとともに電磁波シールド効果を持たせることができるので、シールド層と接着剤層の役
目を果たすことができる。この場合、金属層を省いてもよい。
【００３６】
　また、接着剤層８ｂに導電性接着剤を用いる場合、金属フィラー等の導電性フィラーの
接着性樹脂への配合割合は、フィラーの形状等にも左右されるが、接着性樹脂１００重量
部に対して、下限は１０重量部とするのが好ましく、上限は４００重量部とするのが好ま
しい。
　また、接着剤層８ｂに異方導電性接着剤を用いる場合、導電性フィラーの接着性樹脂へ
の配合割合は、接着性樹脂１００重量部に対して下限は１０重量部とするのが好ましく、
上限は１８０重量部とするのが好ましい。また、接着剤層８ｂに等方導電性接着剤を用い
る場合、導電性フィラーの接着性樹脂への配合割合は、接着性樹脂１００重量部に対して
下限は１５０重量部とするのが好ましく、上限は２５０重量部とするのが好ましい。
　導電性フィラーとして銀コート銅フィラーを用いる場合は、接着性樹脂１００重量部に
対して下限は１０重量部とするのが好ましく、さらに好ましくは２０重量部とするのがよ
い。また、上限は４００重量部とするのが好ましく、さらに好ましくは１５０重量部とす
るのがよい。銀コート銅フィラーを用いた場合に４００重量部を超えると、グランド回路
への接着性が低下し、シールドフィルム１の可撓性が悪くなる。また、１０重量部を下回
ると導電性が著しく低下する。
　導電性フィラーとしてニッケルフィラーを用いる場合は、接着性樹脂１００重量部に対
して下限は４０重量部とするのが好ましく、さらに好ましくは１００重量部とするのがよ
い。また、上限は４００重量部とするのが好ましく、さらに好ましくは３５０重量部とす
るのがよい。ニッケルフィラーを用いた場合に４００重量部を超えると、グランド回路へ
の接着性が低下し、シールドフィルム１の可撓性が悪くなる。また、４０重量部を下回る
と導電性が著しく低下する。
　尚、金属フィラー等の導電性フィラーの形状は、球状、針状、繊維状、フレーク状、樹
枝状のいずれであってもよい。
【００３７】
　接着剤層８ｂの厚さは、導電性接着剤を用いるか否かによらず３～２５μｍが好ましい
。尚、これに限定されず、接着剤層８ｂは、金属フィラー等の導電性フィラーを混合した
分だけ厚くなってもよい。また、導電性フィラーを混合しない場合は、薄くすることが可
能となる。
【００３８】
　このように、シールドフィルム１は、絶縁層が樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合
が進行した樹脂で形成されているため導電層を積層する際の基体としての機能等の従来の
保護層の機能を備える。従って、保護層を有しないシールドフィルム１を形成することが
可能であるため、加熱プレス工程後において、シールドプリント配線板のシールドフィル
ムから保護層を剥離する工程を不要とすることができ、コストを削減することができる。
　また、一般的に絶縁層、シールド層及び接着剤層を合わせた層厚よりも厚く５０μｍ程
度に形成されていた保護層が不要であるため、シールドフィルムを巻回等して保管や移送
する場合のコスト削減を図ることができる。
【００３９】
（シールドプリント配線板１０の製造方法）
　上記のようなシールドフィルム１を用いたシールドプリント配線板１０の製造方法につ
いて説明する。
【００４０】
（シールドフィルム製造工程）
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　先ず、上述のように、樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂である絶
縁層７と、絶縁層７に積層された金属層８ａと、金属層８ａに積層された接着剤層８ｂと
を有するシールドフィルム１を形成する。尚、絶縁層７は、フィルム状の樹脂を用いるこ
とが好ましいが、コーティングにより形成された場合でも絶縁層７が硬化状態であるため
、コーティング時に基体として用いたフィルムを加熱プレス前に常温で剥離することが可
能である。
【００４１】
　ここで、シールドフィルム１を所望の形状に切断する方法について説明する。
　具体的に、図２に示すように、所望の形状に切断される前のシールドフィルムの積層構
造を有した積層体１ａが、保護部材９に積層される。尚、積層体１ａは、絶縁層７側の面
が保護部材９に当接するように積層されるがこれに限定されず、接着剤層８ｂ側の面が保
護部材９に当接するように積層されてもよい。
　尚、保護部材９の積層において、離型剤（剥離剤）が用いられてもよい。
【００４２】
　そして、図３に示すように、カッタ１１を用いて、接着剤層８ｂ側から保護部材９を残
して積層体１ａを切断するハーフカットを行う。即ち、接着剤層８ｂ側から保護部材９の
途中までカッタ１１で切断する。これにより、保護部材９上において、シールドフィルム
１と剥離部１ｂとに切断され、剥離部１ｂが剥離可能にされる。
【００４３】
　そして、図４に示すように、剥離部１ｂが剥離され、所望の形状に切断されたシールド
フィルム１が保護部材９に積層された状態となる。また、図４に示すように、複数のシー
ルドフィルム１を保護部材９上に積層することが可能になっている。
【００４４】
　尚、シールドフィルム１を所望の形状に切断する工程はこれに限定されない。例えば、
図５に示すように、積層体１ａの絶縁層７側の面をシート状のゴム、樹脂等の保護シート
１２に当接するように、当該シート１２に不動に載置して積層体１ａをカッタ１１で所望
の形状に切断して、シールドフィルム１を得てもよい。
【００４５】
（シールドフィルム載置工程、加熱プレス工程）
　そして、図６に示すように、シールドフィルム１が積層された保護部材９（図４参照）
から、シールドフィルム１を剥離してプリント基板５の所望の位置に載置すると共に、シ
ールドフィルム１とプリント基板５とを加熱プレスすることで、図７に示すようなシール
ドプリント配線板１０が製造される。尚、シールドフィルム１は、絶縁層７が露出された
状態で加熱プレスされるため、絶縁層７は耐熱性樹脂で形成されることが好ましい。
【００４６】
　このように、絶縁層は樹脂硬化度が９０％以上になるまで重合が進行した樹脂で形成さ
れている。従って、絶縁層は、従来の保護層の機能を備えるため、プリント配線板との加
熱プレス前において、シールドフィルム１は絶縁層を保護する保護層をない状態にするこ
とができる。また、加熱プレス時においても絶縁層を保護する必要がないため、保護層を
積層せずに加熱プレス工程を行うことができる。その結果、加熱プレス工程後において、
シールドプリント配線板のシールドフィルムから保護層を剥離する工程を不要とすること
ができ、コストを削減することができる。
【００４７】
（シールドプリント配線板１０の構成）
　シールドプリント配線板１０は、配線パターン３（グランド用配線パターン３ｂ及び信
号用配線パターン３ａ）が形成されたベース部材２と、ベース部材２上に積層されると共
にグランド用配線パターン３ｂの少なくとも一部（非絶縁部３ｃ）が絶縁除去部４ａによ
り露出された絶縁フィルム４と、を有するプリント基板５にシールドフィルム１を貼り貼
りあわせ加熱プレスされて形成される。
　シールドフィルム１はプリント基板５との貼りあわせ面に導電性を有した接着剤層８ｂ
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される箇所に埋め込まれる。これにより、グランド用配線パターン３ｂの非絶縁部３ｃと
シールド層としての金属層８ａとが電気的に接続され、シールドフィルム電磁波シールド
機能がより向上されるようになっている。
【００４８】
　また、シールドフィルム１は、一般的に絶縁層、シールド層、及び、接着剤層を合わせ
た層厚よりも厚い保護層を有していないため、従来よりも半分以上薄く形成されているこ
とになる。従って、加熱プレス時において、シールドフィルム１は、プリント基板５の凹
凸および絶縁除去部４ａに追従しやすいものとなる。即ち、シールドプリント配線板１０
において、シールドフィルム１の接着剤層８ｂはプリント基板５の凹凸に沿って追従する
とともに、絶縁除去部４ａにも追従するため、絶縁除去部４ａと接着剤層８ｂと接着面に
空隙が発生するのを防止することができる。従って、上記のシールドフィルム１を用いる
ことにより、シールドプリント配線板１０におけるプリント基板５への接着剤層８ｂの埋
め込み性を向上することができる。
【符号の説明】
【００４９】
１　シールドフィルム
１ａ　積層体
１ｂ　剥離部
２　ベース部材
３　配線パターン
３ａ　信号用配線パターン
３ｂ　グランド用配線パターン
３ｃ　非絶縁部
４　絶縁フィルム
４ａ　絶縁除去部
５　プリント基板
７　絶縁層
８ａ　金属層
８ｂ　接着剤層
９　保護部材
１０　シールドプリント配線板
１１　カッタ
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